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　2003年4月から厚生年金保険と健康保険で

総報酬制が導入され、保険料の徴収ベースが

月収から年収（総報酬）に変わる。

厚生年金保険料

　現在、民間会社員を対象とする厚生年金の

保険料は、月収（標準報酬月額）の17.35％、

ボーナスの1％となっており、主に月収から徴

収されている。いずれも労使折半で、本人負担

分は給与天引きされ、事業主が労使分をまと

めて納付する。このため、年収が同じでも月収

とボーナスの比率が違えば負担する年間保険

料が異なる。

　たとえば、年収が500万円で、①そのうちの

3分の1がボーナス（年間のボーナス支給額が

月収の6カ月分）の場合は、事業主負担も含め

て年間保険料が約60万円となるが、②ボーナ

ス支給がなく全額月収の場合は、年間保険料が

約85万円となり、25万円程度の格差が生じる。

　03年4月からは、総報酬制が導入され、月

収、ボーナスとも保険料率が13.58％となり、

基本的には年収が同じなら年間保険料も同じ

になる。保険料が賦課される金額の上限は、月

収は62万円で変化ないが、ボーナスは1回当

たり150万円となる（図表1）。

　総報酬制は、年収に占めるボーナスの比率

の違いによる負担格差をなくすことを目的に

導入されるもので、全体の保険料収入は変化

しない。ただし、13.58％という保険料率は、平

均的な年間ボーナス支給額が月収の3.6カ月分

であることを基に決められているため、3.6カ

月分超のボーナスが支給されている人は保険

料負担が増加し、逆に3.6カ月分未満の人は負

担が軽減される。なお、保険料の納付は、翌月

末となっているため、通常は、5月分の給与か

ら天引きされる保険料率が変わることになる。

ボーナスの保険料は年金給付にも反映

　年金の給付額は、加入期間（被保険者期間）

と負担した保険料の額に応じて決まる。これ

までは、年金給付額を算出する際には、ボーナ

スからの保険料は反映されておらず、月収か

らの保険料のみを基に算出されている（図表2

①）。03年4月以降の加入期間については、総

報酬制の導入に伴いボーナスからの保険料も

年金額に反映される（図表2②）。年金額の計

算は、総報酬制導入以前の期間については従

来通りの計算方法で算出し、導入以後の期間

については年収を基に算出する。

　このため、現行制度と比べて、保険料負担が

軽減される人は年金水準も減少することにな

り、逆に保険料負担が増加する人は年金水準
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収は98万円で変化ないが、ボーナスは1回当

たり200万円となる。

総報酬制導入後の変化

　総報酬制導入による厚生年金と政管健保の

保険料負担額合計の変化について、年収別、

ボーナス支給月数別に試算したのが図表3で

ある。これによると、年間のボーナス支給月数

が概ね2.4カ月以上の場合、総報酬制導入で両

制度の保険料合計額が増加することになる。

なお、40歳以上の人は介護保険料が健康保険

料に上乗せして徴収されるため、その分の負

担も変化する。

　総報酬制の導入は、保険料負担が増加する

なかで、負担の公平性の点からみて必要な改

正と言えよう。ただし、これまでボーナスから

の保険料徴収は、厚生年金と政管健保を合わ

せて2％（うち本人負担0.8％）だったものが、

21.78％（うち本人負担10.89％）となるため、

ボーナスの手取額が大きく変化することに留

意する必要がある。

（堀江　奈保子　TEL.03-3201-0517）

も増加することになる。

健康保険料

　健康保険は、民間会社員が加入する医療保

険制度である。健康保険には、政府が管掌する

政府管掌健康保険（以下、政管健保）と主に大

企業が設立する健康保険組合が管掌する組合

管掌健康保険（以下、組合健保）がある。原則と

して会社員は勤務先によりいずれかの健保に

加入する。

　現在、政管健保の保険料は、月収の8.5％（労

使折半）、ボーナスの1％（事業主0.5％、本人

0.3％、国庫負担0.2％）となっている。

　また、組合健保の保険料率は、月収に対して

3.0％～9.5％の間で各組合ごとに厚生労働大臣

の認可を得て定めており、01年3月末時点の

全組合平均は約8.5％となっている。また、

ボーナスからの保険料は0％～1％の範囲内で

各組合ごとに定めることができる。負担割合

は労使折半となるが、事業主の負担割合を増

加することもできる。

　健康保険についても、厚生年金と同様に03

年4月から総報酬制が導入される。政管健保に

ついては、加入者の年間のボーナス支給額は

平均で月収の1.9カ月分であるため、現在の保

険料率を総報酬制に換算すると月収、ボーナ

スとも7.5％になる。しかし、収支不足に対処

する必要があるため、総報酬制導入後の保険

料率は8.2％とされている。このため、政管健

保加入者の総報酬制導入前後の保険料負担を

比較すると、ボーナス支給が年間で月収の0.5

カ月分超の場合、導入後の保険料負担は増加

することになる。組合健保については組合ご

とに異なる。

　なお、保険料が賦課される金額の上限は、月
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